
堺市報道提供資料 

平成２９年７月１９日提供 

 

「堺地域医療連携支援センター」を開所します 

～在宅医療と介護連携に関する情報提供と支援を行います～ 

堺市では、高齢者が、いつまでも住み慣れた地域で、在宅医療や介護サービスを途切

れることなく受けることができ、安全・安心に生活が続けられるようにすることを目的

に、平成２９年７月２１日（金）から専用窓口を開所します。 

本事業では、地域の医療・介護関係者からの在宅医療に関する相談への対応や、他職

種連携支援などを行うことで、在宅医療サービス利用者や事業所を幅広く支援します。 

記 

１ 開所日時：平成２９年７月２１日（金） １５時から 

２ 委託先、開所場所：一般社団法人 堺市医師会 

（堺市堺区甲斐町東３－２－２６ 堺市医師会館２階） 

３ 開所時間：月～金曜日 ９時から１７時まで 

４ スタッフ：看護職、事務職員 計２名 

５ 支援対象：医療・介護関係者、介護支援専門員、地域包括支援センター、 

基幹型包括支援センター、専門機関 等 

６ 業務内容： 在宅医療に関する専門相談 

７ 開 所 式：平成２９年７月２１日（金） １５時から１５時２０分まで 

８ 出席者 

堺市医師会長 岡原 猛氏 

堺市医師会副会長 岡原 和弘氏 

堺市医師会理事 小田 真氏 

堺市長 竹山 修身 

主な出席団体 

堺市立総合医療センター、堺市歯科医師会、狭山美原歯科医師会、堺市薬剤師会、 

大阪府訪問看護ステーション協会 堺ブロック、大阪介護支援専門員協会 堺ブロック 

堺市社会福祉協議会 

問い合わせ先 

担当課 健康福祉局 長寿社会部 地域包括ケア推進課 

直 通 ０７２－２２８－０３７５ 

内 線 ７２７０ 

ＦＡＸ ０７２－２２８－８９１８ 



医療・介護関係者の皆様へ

　堺市　堺市医師会

堺地域医療連携支援センター　相談窓口のご案内

在宅医療に関する
幅広い支援を行います 堺地域医療連携支援センター

主な
役割

場所

在宅医療に関する不安やお悩みに
ついてお気軽にご相談ください。

堺地域医療連携支援センターは、
医療・介護関係者に、在宅医療に関する
情報提供や支援、相談を行います。

かかりつけ医や往診をしてくれ
る医師を探している

在宅での看取りや緩和ケアを
行っている医師を紹介してほ
しい

在宅医療について専門科医の
助言を聞きたい

在宅医療導入の相談、診療報
酬の相談

訪問看護導入について相談し
たい

具体的には
こんな相談をお受けします

まずはお電話かFAXでご相談ください

堺市医師会館　２階
　　（堺市堺区甲斐町東3-2-26）

072－221－3030 072－221－3031

相談日

TEL FAX

月～金　9時～5時
　　 （祝日・年末年始を除く）

● 入院から在宅移行のための
退院支援

● かかりつけ医の紹介
在宅診療医の紹介

● 訪問看護導入の相談

● 在宅医療関係機関との調整

● その他　
在宅医療介護連携に関すること



かかりつけ薬局の
紹介

堺市歯科医師会
狭山美原歯科医師会

在宅歯科ケアステーション

在宅療養支援診療所・病院

堺市薬剤師会
地域医療連携室

在宅医の紹介
在宅医療支援

退院時支援
かかりつけ医・
在宅医・訪問看護
の紹介

病診連携
後方支援の確保

かかりつけ医の紹介
在宅医の紹介
在宅医療支援

基幹型包括支援センター
地域包括支援センター
居宅介護支援事業所

かかりつけ医・在宅医
との連携支援

訪問歯科の
紹介

保健センター

堺市医師会

堺地域医療連携支援センター

回復期病院

薬局

歯科診療所

訪問看護ステーション

情報収集
情報のリスト化

特養・老健等
施設系サービス

急性期病院
認知症疾患医療センター

介護サービスの
紹介

『堺地域医療連携支援センター』 は、高齢者が医療・介護を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で
自分らしい暮らしができるよう、医療関係者と介護関係者の連携を支援するための相談窓口です。
在宅医療介護コーディネーターがその調整にあたります。
「病院から在宅医療への退院調整」「かかりつけ医や在宅診療医の紹介」など在宅医療に関してお困りの
ことがあればご相談ください。

業務
内容

堺地域医療連携
支援センター

まずはお気軽にご相談ください

◆ 相談は誰が行ってもいいのですか
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
在宅医療と介護の連携推進を目的としていることから、
医療・介護等サービス提供者からの在宅医療に関する
相談に対応します。

◆ 相談はどのような方法で行えばいいのですか
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
まずはお電話、FAXでご連絡ください。

◆ どのようなスタッフが対応しますか
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
看護師の資格を持つ在宅医療介護コーディネーターと
医療介護連携や事務手続きなどの知識を有する事務職
員が対応します。

◆ 相談料や手数料がかかりますか
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
相談には費用はかかりません。

◆ 在宅医療の他に介護や福祉の相談にも対応して
もらえるのですか

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
主に在宅医療に関する相談を受け付けています。
介護サービスに関することは地域包括支援センターに
ご相談ください。
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